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●定められた駐車の方法●

○車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならな

いようにしなければならない。

○幅75センチメートル以下の路側帯、駐停車禁止路側帯（実線と破線２本 、歩行者）

用路側帯（実線２本）には駐車できない。

○幅75センチメートル以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、

車両の左側に75センチメートル以上の余地を空けなければならない。

、 。○道路標識や道路標示で駐車の方法が指定されているときは その方法に従うこと


